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2025 年 3 月 5 日 

株主各位  

株式会社サイバーセキュリティクラウド 

代表取締役社長 兼 CEO 小池 敏弘 

           

 

 

監査役会の監査報告書受領後に生じた重要な後発事象について 
 

 

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 さて、「第 15 期定時株主総会招集ご通知」における 2025 年 2 月 21 日付の監査報告書受領後に発生いたしま

した後発事象について、2025 年 2 月 21 日付にて下記のとおり適時開示をしておりますのでお知らせいたしま

す。 

 

敬具 
  

記 

2025 年 2 月 21 日 適時開示（次ページ以降に再掲しております） 
・第三者割当による新株式及び行使価格修正条項付新株予約権の発行に関するお知らせ 

2025 年 2 月 21 日 適時開示（次ページ以降に再掲しております） 
・当座貸越契約の締結に関するお知らせ 

以上  
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2025 年２月 21 日 

各位 

会 社 名 株式会社サイバーセキュリティクラウド 

代表者名 代表取締役社長      小池 敏弘 

      （コード番号：4493 東証グロース） 

問合せ先 取締役 CFO        倉田 雅史 

（TEL.03-6416-9996） 

 

第三者割当による新株式及び行使価額修正条項付新株予約権の発行に関するお知らせ 
 

当社は、2025 年２月 21 日（以下「発行決議日」といいます。）付の取締役会において、JICVGI オポチュニ

ティファンド１号投資事業有限責任組合（以下「JICVGI ファンド」といいます。）に対して、第三者割当の方

法により新株式（以下「本新株式」といいます。）を発行すること及びグロース・キャピタル株式会社（以下

「グロース・キャピタル社」といいます。）に対して、第三者割当の方法により第８回新株予約権（以下「本

新株予約権」といいます。）を発行すること（以下、総称して「本第三者割当増資」といいます。）について決

議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

１．募集の概要 

（１）本新株式発行の概要 

① 払 込 期 日 2025年３月10日 

② 発 行 新 株 式 数 普通株式940,000株 

③ 発 行 価 額 １株につき金1,964円 

④ 調 達 資 金 の 額 1,846,160,000円 

⑤ 募 集 又 は 割 当 方 法 

（ 割 当 予 定 先 ） 

第三者割当の方法により、JICVGIファンドに対して940,000株を割り当てま

す。 

⑥ そ の 他 
上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件としま

す。 

 

（２）本新株予約権発行の概要 

① 割 当 日 2025年３月10日 

② 新 株 予 約 権 の 総 数 1,400個（新株予約権１個につき100株） 

③ 発 行 価 額 総額3,304,000円（新株予約権１個につき2,360円） 

④ 当 該 発 行 に よ る 

潜 在 株 式 数 

140,000株（本新株予約権１個につき100株） 

上限行使価額はありません。 

下限行使価額は1,179円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は

140,000株です。 

⑤ 調 達 資 金 の 額 305,844,000円 

（内訳） 

本新株予約権発行による調達額：3,304,000円 

本新株予約権行使による調達額：302,540,000円 

行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少

する可能性があります。 

⑥ 行使価 額及び行使価額

の 修 正 条 項 

当初行使価額2,161円 

本新株予約権の当初行使価額は、発行決議日の直前取引日における当社普

通株式の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)

における普通取引の終値(以下「終値」といいます。)(同日に終値がない

場合には、その直前取引日の終値)の110％に相当する価額です。また、行
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使価額の修正を当社取締役会が決議したこと（但し、当該取締役会決議日

の前取引日の終値が2,161円より高い場合には、取締役会決議日から21営

業日後に本条件が成就したものとみなされます。なお、当該取締役会決議

日から21営業日が経過するまでの間、再度、取締役会において行使価額の

修正決議は行いません。）、又は2027年11月11日を経過したことを条件

に、行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日に、かかる効力

発生日の直前取引日(同日に東京証券取引所における当社普通株式の普通

取引の終値がない場合には、その直前の終値のある取引日)における東京

証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の92％に相当する金額

(円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り上げます。)に修正さ

れます。ただし、かかる算出の結果得られた金額が下限行使価額1,179円

(発行決議日の直前取引日における当社普通株式の東京証券取引所の終値

の60％に相当する価格)を下回る場合には、行使価額は下限行使価額とし

ます。 

すなわち、当社取締役会が行使価額の修正を決議したこと又は2027年11月

11日を経過したことを条件に、当初行使価額で固定されていた行使価額が

本新株予約権の各行使請求の効力発生日に、かかる効力発生日の直前取引

日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の92％

に相当する金額に修正される設計となっております。また、当社は当社取

締役会において行使価額の修正決議を行った場合には、速やかにその旨を

開示いたします。 

なお、「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日を

いいます。 

⑦ 募集又は割当方法 

（ 割 当 予 定 先 ） 

第三者割当の方法により、グロース・キャピタル社に対して1,400個を割り

当てます。 

⑧ そ の 他 ・本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければなりませ

ん。 

・当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第１項及び同

施行規則第436条第１項から第５項までの定めに基づき、グロース・キャピ

タル社と締結する新株予約権第三者割当契約(以下「本第三者割当契約」と

いいます。)において、原則として、単一暦月中にMSCB等(同規則に定める意

味を有します。以下同じ。)の買受人の行使により取得される株式数が、

MSCB等の払込日時点における上場株式数の10％を超える場合には、当該10％

を超える部分に係る転換又は行使を制限するよう措置(グロース・キャピタ

ル社が本新株予約権を第三者に売却する場合及びその後本新株予約権がさら

に転売された場合であっても、当社が、転売先となる者との間で、当該10％

を超える部分に係る転換又は行使を制限する内容を約する旨定めることを含

みます。)を講じる予定です。 

・当社は、2028年３月10日に、本新株予約権１個当たり払込金額と同額で、

本新株予約権者（当社を除きます｡）の保有する本新株予約権の全部を取得

します。 

・上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件としま

す。 

（注）なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての

本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。行使価額が修正又は調整された

場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期

間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金

の額は減少します 
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２．募集の目的及び理由 

当社グループは、「世界中の人々が安心安全に使えるサイバー空間を創造する」という経営理念

を掲げ、自社開発プロダクトによるサイバーセキュリティ事業を展開しており、WAF（Web 

Application Firewall）を中心としたハッカーによるサイバー攻撃から守るためのプロダクトや、

パブリッククラウドの各種セキュリティサービスを包括的に管理し運用するフルマネージドセキ

ュリティサービスなどを提供しています。 

システムの脆弱性を突いたサイバー攻撃は後を絶たず、不正アクセスによる個人情報の漏えい

や業務停止など、企業における被害が拡大を続けるなか、当社はこれまでの Web セキュリティ中

心の事業モデルからの転換を図り、新たな主力プロダクトである「CloudFastener」をもうひとつ

の軸として、クラウドとサイバーセキュリティの領域でさらなる高い成長実現を目指しておりま

す。常に進化を続け、技術革新のスピードが速いクラウドの領域と、専門性が高く、サイバーセキ

ュリティ人材が不足し続けているサイバーセキュリティ領域で、競争力を維持しながら成長すべ

く、①Sales-Led Growth、②Product-Led Growth、③Community-Led Growth、④M&A Growth の４

つの戦略を掲げています。 

足元では、2024年 12月期通期の当社グループの経営成績は、売上高 3,857百万円(前期比 26.0％

増)、営業利益 773 百万円(前期比 40.7％増)、経常利益 832 百万円(前期比 48.8％増)、親会社株

主に帰属する当期純利益 575 百万円(前期比 34.6％増)となりました。また、2024 年 12 月期末の

財政状態は、流動資産は 2,212 百万円となり、固定資産合計は 804 百万円となりました。流動負

債合計は 1,020 百万円、固定負債合計は 290 百万円であり、資本合計は 1,663 百万円でありまし

た。 

当社グループの 2025 年 12 月期の連結業績予想は、売上高 5,000 百万円（前年同期比+29.6%）、

営業利益 1,000 百万円（前年同期比+29.3%）、経常利益 1,000 百万円（前年同期比+20.1%）、親会

社株主に帰属する当期純利益 693 百万円（前年同期比+20.6%）を予想しています。  

市場環境の変化が速いクラウド市場及びサイバーセキュリティ市場にて成長を継続するために

は、既存サービスへの投資はもちろんのこと、M&A を今後も積極的に推進していくことが重要であ

ります。M&A の機会を逸しないようにするためにも、資金調達によりあらかじめ必要と考えられる

資金を確保しておくことが肝要であることから、当該資金を確保できる手段として、資金調達を

行うことにしました。これにより財務基盤の安定化が図れ、スピーディーかつ大胆な意思決定が

可能になると考えており、当社の中長期的な成長、企業価値の向上につながるものであり、既存株

主の皆様の利益に資するものであると判断しております。 

 

 

３．資金調達方法の概要及び選択理由 

（１）資金調達方法の概要 

次の①乃至②による本第三者割当増資は、第三者割当の方法により、本新株式及び本新株予約権

を割り当て、本新株式の発行及びグロース・キャピタル社による本新株予約権の行使に伴って当

社が資金を調達する仕組みとなっております。  

① 普通株式 940,000株  

② 対象株式数を140,000株とし、2025年３月11日から2028年３月10日までを行使期間とす

る本新株予約権  

 

本新株予約権の概要は以下のとおりです。  

本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の発行決議日の前取引日の東証終値 1,964 円の

110.03％である 2,161円とし、行使期間を３年間としております。  

本新株式の数（940,000 株）及び本新株予約権が全て行使された場合の交付株式数（140,000 株）

を合算した総株式数は 1,080,000 株となり、当社の発行済株式総数 9,450,644 株を分母とする希

薄化率は 11.43％（小数第３位を四捨五入）となる見込みです。 

 

なお、本新株予約権には、下記に記載した留意事項がありますが、当社においては、機動的な資

金調達を当社の主導により達成することが可能となること等から、当社にとって下記留意事項を

上回る優位性があると考えております。 
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① 本新株予約権の下限行使価額は1,179円に設定されているため、株価水準によっては権利

行使が行われず、資金調達ができない可能性があります 

② 本新株予約権は、株価の上昇局面では、上方修正されることがあるため、調達額が予定額を

上回る可能性があります。 

③ 当社の株式の流動性が減少した場合には、調達完了までに時間がかかることがあります。 

④ グロース・キャピタル社は、後述の「７．割当予定先の選定理由等（３）割当予定先の保有

方針」に記載のとおり、本新株予約権の行使以降は、市場動向を勘案しながら売却する方針ではご

ざいますが、グロース・キャピタル社の当社株式の売却により、当社株価が下落する可能性があり

ます。 

 

また、上記「１．募集の概要」の「（２）本新株予約権発行の概要」の「⑥ 行使価額及び行使価

額の修正条項」に記載のとおり、本新株予約権の行使価額は、行使価額の修正を当社取締役会が決

議したこと（但し、当該取締役会決議日の前取引日の終値が 2,161 円より高い場合には、取締役

会決議日から 21 営業日後に本条件が成就したものとみなされます。なお、当該取締役会決議日か

ら 21 営業日が経過するまでの間、再度、取締役会において行使価額の修正決議は行いません。）、

又は 2027 年 11 月 11 日を経過したことを条件として修正されます。このような設計とした理由

は、当初行使価額を発行決議日前日の終値より高い水準とすることで既存株主の皆様の不利益に

ならないようできる限り配慮する一方、当社において資金調達の必要が生じた場合に、株価推移

も踏まえ、当社の判断で機動的な資金調達を実現することや、2027 年 11 月 11 日が経過したこと

を条件とすることで、株価推移の状況により権利行使が進まない場合に権利行使を促すことを目

的としています。 

また、当社は当社取締役会において行使価額の修正決議を行った場合には、速やかにその旨を

開示いたします。 

 

（２）資金調達方法の選択理由 

当社は、本第三者割当増資を実施するにあたり、各種資金調達方法について慎重に比較検討を

進めてまいりました。その結果、本第三者割当増資により資金調達を行うことが最適であるとの

結論に至っております。以下は、本第三者割当増資を選択した具体的な検討内容であります。 

当社は、この度の資金調達に際して、各種資金調達手段を検討いたしました。 

銀行借入による資金調達は、金利負担が生じ、調達金額が全額負債となり財務健全性が低下す

る可能性があります。本第三者割当増資とともに、複数の金融機関から設定することを決定した

総額 3,000 百万円の当座貸越枠については、緊急の資金需要が生じた場合に備えて維持しつつ、

今後の有利子負債による資金調達を行う選択肢を残す観点からも、銀行借入は今回の資金調達方

法として適当でないと判断いたしました。 

公募増資については、調達に要する時間及びコストが第三者割当増資に比べて大きいこと、中

長期での株式保有による安定株主の確保が難しいこと、また全額を第三者割当増資による新株式

発行で調達することについては、将来の１株あたりの当期純利益の希薄化を一度に引き起こすた

め、株価に対する直接的な影響が大きいと考えられ、適当ではないとの判断にいたりました。 

株主割当増資については、希薄化懸念は払拭されますが、既存株主の参加率が不透明であるこ

とから、本第三者割当増資と比べて必要資金を調達できない可能性があり、また、参加率を上げる

ために払込金額を低く設定した場合には株価に大きな悪影響を与える可能性も否定できないこと

から、資金調達方法として適当でないとの判断にいたりました。 

株価に連動して転換価額が修正される転換社債型新株予約権付社債(いわゆる MSCB)の場合、一

般的には、転換により交付される株数が転換価額に応じて決定されるという構造上、転換の完了

まで転換により交付される株式総数が確定せず、転換価額の下方修正がなされた場合には潜在株

式数が増加するため、希薄化の程度をコントロールできず、株価に対する直接的な影響が大きい

と考えられ、資金調達方法として適当でないとの判断にいたりました。 

 

本第三者割当増資は、新株式の発行と新株予約権の発行を組み合わせることによって、本新株

式の発行により当面の資金需要に対応しつつ、既存株主の皆様の株式価値の希薄化に一定程度配

慮するスキームとなっております。また、本新株予約権は修正条項により行使価額も株価の上昇
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に伴って上昇し、一方で株価の下落時においても行使価額は下限行使価額が設定されており、修

正後の行使価額が、下限行使価額を下回ることとなる場合には、修正後の行使価額は下限行使価

額となるため、機動的な資金調達が可能となっていることから、現時点において他の増資施策と

比較して優れていると判断いたしております。 

 

４．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（１）調達する資金の額 

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円） 

2,152,004,000 11,000,000 2,141,004,000 

（注）１．払込金額の総額は、本新株式の発行価額の総額1,846,160,000円、本新株予約権の発行価額

の総額3,304,000円及び行使に際して払い込むべき金額 302,540,000円の合計額

305,844,000円を合算した金額であります。なお、本新株予約権の行使期間内に行使が行

われない場合には、上記差引手取概算額は減少する可能性があります。 

２．発行諸費用の概算額は、弁護士費用、本新株予約権の価値算定費用、企業調査費用及びそ

の他事務費用（有価証券届出書作成費用及び変更登記費用等）の合計額であります。 

３．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 

 

（２）調達する資金の具体的な使途 

具体的な使途 
金額 

（百万円） 支出予定時期 

① CloudFastenerの開発・運営体制強化のための

資金 
 800 2025 年３月～2028 年 12 月 

② M&A及び資本業務提携に関わる費用 1,341 2025 年３月～2028 年 12 月 

計 2,141  

 （注）１．上記の資金使途に充当するまでの間、当該資金は事業用資金とは別の銀行預金で保管する予定で

す。 

    ２．株価低迷により権利行使が進まない場合は、手元資金の活用及び新たな資本による調達、又は、

その他の手段による資金調達について検討を行う予定です。また、今後、当社を取り巻く環境に

変化が生じない場合など、その時々の状況に応じて、資金の使途又は金額を変更する可能性があ

ります。資金の使途又は金額に変更があった場合には、速やかに開示・公表いたします。  

    ３．当社は、上記表中に記載のとおり資金を充当することを予定しておりますが、各資金使途につい

ての詳細は以下のとおりです。  

４．新株発行分の使途として、①に 800 百万円、②に 1,046 百万円を予定しております 

 

① CloudFastenerの開発・運営体制強化のための資金 

当社は、新たな主力サービスとして AWS、Azure、Google Cloud に対応したフルマネージドセキ

ュリティサービス「CloudFastener」を 2023 年 10 月にリリースいたしました。「CloudFastener」

は、クラウドネイティブのセキュリティサービスを活用し、お客様のクラウド環境のリソースや

アラートの包括的な管理と、セキュリティ専門家によるお客様に最適化された支援を提供し、ガ

バナンス・ポリシーの策定から復旧・修正対応にいたるまで、クラウドセキュリティの運用全体を

ワンストップで包括的に対応することが可能です。 

「CloudFastener」は、各種クラウドサービスから生成されるセキュリティログデータを集約・

監視・管理するという特徴があります。お客様に最新のセキュリティ運用基盤を提供するために

も、将来生まれるクラウドサービスや 3rd Party サービスに迅速に対応する必要があり、クラウ

ドネイティブなセキュリティ運用サービスとして、クラウドの進化に合わせて常に開発および拡

張をし続けます。「CloudFastener」を通じてお客様に対する付加価値を提供するためには、最新の

セキュリティ及びクラウドに関するノウハウを蓄積し続け、開発及びセキュリティ専門人材の確

保が重要であると考えております。2028 年 12 月までに 40 名超の人材採用（正社員及び外注含む）

を見込んでおり、システム開発及びセキュリティ専門人材の採用費及び人件費として、800 百万円
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を 2028 年 12 月まで継続して充当することを予定しております。 

また、上記の支出予定時期は、当該事業が順調に進捗した場合を前提としており、今後の事業進

捗状況に応じて変更される可能性があります。変更が生じた場合は、その旨を速やかに公表する

予定です。 

② M&A及び資本業務提携に関わる費用 

ユーザーが安心安全に便利なインターネットサービスを利用するためには、サイバーセキュリテ

ィ対策とパブリッククラウドの活用は必要不可欠な要素となってきており、新たな技術の誕生とと

もに、今後より一層進展していくことが予測されています。急速な変化を続けるサイバーセキュリ

ティとクラウド領域で、当社が高い競争力を維持しながら事業成長を継続するためには、顧客ニー

ズにスピード感をもって的確に対処することが必要であり、最先端の技術力、ノウハウ及び優秀な

人材の獲得と、当社の提供するサービスラインナップの拡充や強化は急務となっております。M&A

や資本業務提携を行うことで、事業成長をさらに加速し、企業価値の増加をこれまで以上に追求し

ていきたいと考えています。具体的には、当社が提供するサイバーセキュリティ領域及びクラウド

領域を中心に、MSS（マネージドセキュリティサービス）を含むセキュリティ運用サービス、クラウ

ド関連サービスなど、顧客の課題解決を実現するソリューションを強化することによって、さらな

る高付加価値化と新規サービス拡充を見込むことのできる M&A 及び資本業務提携について積極的

に検討してまいります。そこで、今回調達する資金のうち、上記の戦略に基づいた M&A 及び資本業

務提携に 1,341 百万円を充当する予定です。 

また、2025 年２月 14 日公表の「株式会社 DataSign の株式の取得（子会社化）に関するお知ら

せ」にあるとおり、法人向けに同意管理ツール「webtru」、個人向けプライバシー保護アプリ「Bunsin」

などのプロダクトを開発・提供している株式会社 DataSign（以下、DataSign という）の株式を総

額 4.5 億円で取得し、子会社化することを決議いたしました。DataSign が有するデータプライバ

シーに関するノウハウを、当社グループのサイバーセキュリティ事業に組み合わせることで、市場

ニーズへの対応、技術統合による競争力向上、成長市場における新たな収益源の確保などが見込め、

両社の中長期的な企業価値向上につながるものと判断し、同社株式を取得することとしました。M&A

及び資本業務提携の資金使途合計 1,341 百万円のうち、DataSign の株式の取得にあたって取り崩

す予定の手元資金である現預金の手当として、451 百万円を充当する予定です。 

 なお、M&A や資本業務提携の検討について、DataSign のほかには、取り組み毎の実施時期、候補

企業、個別投資金額は定まっておりませんが、M&A や資本業務提携は案件発掘からクロージングま

での期間が短期となる傾向があります。実際に交渉が開始されてから資金調達を検討した場合、貴

重な買収候補先・資本提携先を喪失し、また、資金調達の可否が不透明な状況で交渉することは条

件面での譲歩が必要になる可能性があるものと認識しております。そこで、潜在的な M&A 及び資本

業務提携の機会を逸しないためにも、予め資金を確保しておくことが必要と考えております。今後

の M&A 及び資本業務提携については、これらの計画が決定された場合等、進捗に伴い適切なタイミ

ングで開示を行ってまいります。また、上記支出予定期間中に上記金額分の M&A 及び資本業務提携

を実施しなかった場合、当該期間の経過後も引き続き M&A 及び資本業務提携に関わる費用に充当す

る予定です。実際に投資する金額が上記差引手取概算額を超える場合には、当社の企業価値向上と

株主の皆様の利益に資するか否かを慎重に検討した上で、自己資金や銀行借入等その時点で適切と

考える対応を検討及び実行する所存です。 

 

５．資金使途の合理性に関する考え方 

本第三者割当増資により調達した資金を、上記「４．調達する資金の額、使途及び支出予定時期（２）調達

する資金の具体的な使途」に記載の使途に充当することで、今後の成長基盤の確立と中長期的な企業価値

の向上を図ることができることから、本第三者割当増資は株主価値の向上に資する合理的なものであると

考えております。 

 

  



8 

 

６．発行条件等の合理性 

（１）払込金額の算定根拠及びその具体的な内容 

①本新株式 

本新株式の発行価額につきましては、当社普通株式の取引量と株価の推移、一時的な相場変動等を考

慮し、発行決議日の前取引日(2025 年２月 20 日)の終値 1,964 円といたしました。 

なお、本新株式の発行価額については、取締役会決議日の前取引日までの１か月間の終値平均 1,985

円に対する乖離率は△1.06％、取締役会決議日の前取引日までの３か月間の終値平均 1,943 円に対す

る乖離率は 1.08％、取締役会決議日の前取引日までの６か月間の終値平均 1,917 円に対する乖離率

は 2.45％となっております。かかる発行価額については、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱

いに関する指針」に準拠したものであり、有利発行に該当しないものと判断しております。当該判断

に当たっては、当社監査役３名全員（うち社外監査役３名）から、本新株式の発行価額は JICVGI フ

ァンドに特に有利ではなく、適法である旨の意見を受けております。 

 

②本新株予約権 

当社は、本新株予約権の発行要項及びグロース・キャピタル社との間で締結する予定の本第三者割当

契約及び覚書(以下「本覚書」といいます。)に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価格の評

価を第三者算定機関である株式会社プルータス・コンサルティング(東京都千代田区霞が関三丁目２

番５号霞が関ビルディング 30 階、代表取締役社長野口真人)(以下「プルータス社」という。)に依頼

しました。プルータス社は、本新株予約権の発行要項、本第三者割当契約及び本覚書に定められた諸

条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、評価

基準日(2025 年２月 20 日)の市場環境、当社株式の流動性、当社の資金調達需要、グロース・キャピ

タル社の株式処分コスト、グロース・キャピタル社の権利行使行動及びグロース・キャピタル社の株

式保有動向等を考慮した一定の前提(当社の株価(1,964 円)、当社株式のボラティリティ(49.77％)、

予定配当額(３円/株)、無リスク利子率(0.893％)、グロース・キャピタル社が本新株予約権を行使す

る際に当社がその時点で公募増資等を実施したならば負担するであろうコストと同水準のグロース・

キャピタル社に対するコストが発生すること等を含みます。)を置き本新株予約権の評価を実施しま

した。 

当社は、プルータス社が上記前提条件を基に算定した本新株予約権の評価額を参考に、グロース・キ

ャピタル社との間での協議を経て当該評価額と同額で、本新株予約権１個の払込金額を 2,360 円とし

ました。 

また、本新株予約権の当初行使価額は、2,161 円に設定されており、その後、(i)行使価額の修正を当

社取締役会が決議したこと（但し、当該取締役会決議日の前取引日の終値が 2,161 円より高い場合に

は、取締役会決議日から 21 営業日後に本条件が成就したものとみなされる。）、又は(ii)2027 年 11 月

11 日を経過したことを条件に、行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の

終値の 92％に相当する金額に修正されます。また、本新株予約権の行使価額は下限行使価額である

1,179 円を下回ることはありません。そのため、本新株予約権の行使価額は、下記「11．最近３年間

の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況（３）最近の株価の状況②最近６か月間の状況」及び「③

発行決議日前営業日における株価」に記載の最近６ヶ月間及び発行決議日直前取引日の当社株価と比

べて過度に低い水準となることはなく、かかる行使価額に照らしても、本新株予約権の払込金額は適

正な価額であり、かかる払込金額がグロース・キャピタル社に特に有利でないと判断しております。 
(1）    

当社監査役３名も、プルータス社は当社と顧問契約関係になく、当社経営陣から一定程度独立してい

ると認められること、プルータス社はグロース・キャピタル社から独立した立場で評価を行っている

こと、プルータス社による本新株予約権の価格の評価については、その算定過程及び前提条件等に関

してプルータス社から説明又は提出を受けたデータ・資料に照らし、当該評価は合理的なものである

と判断できることに加え、本新株予約権の払込金額はプルータス社によって算出された評価額と同額
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で設定されていることから、かかる払込金額がグロース・キャピタル社に特に有利でないとする取締

役の判断につき、法令に違反する重大な事実は認められないと判断しております。 

 

（２）発行数量等及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

本新株式の発行により交付される株式の数は 940,000株、本新株予約権がすべて行使された場合に交

付される株式の数は 140,000 株であり、2025 年１月 31 日現在の当社発行済株式総数 9,450,644 株に

対し最大 11.43％(2024 年 12 月 31 日現在の当社議決権個数 91,745 個に対しては最大 11.77％) (小

数点以下第３位を四捨五入)の割合の希薄化が生じます。これにより既存株主様におきましては、株

式持分及び議決権比率が低下いたします。しかしながら、当社といたしましては、本第三者割当増資

は、当社の中長期的な成長及び企業価値の向上に資するため、短期的な希薄化影響を上回る長期的な

株主利益の創出が見込まれるものと考えており、今回の発行数量及び株式の希薄化規模は合理的であ

ると考えております。なお、本新株予約権が全て行使された場合における交付株式数は 140,000 株と

なりますが、当社普通株式の過去６か月間における１日当たり平均出来高は 125,413 株であり、行使

期間である３年間で円滑に市場で売却できるだけの十分な流動性を有しており、本新株予約権の発行

は市場に過度の影響を与える規模ではないと判断いたしました。 

 

 

７．割当予定先の選定理由等 

（１）割当予定先の概要 

JICVGIファンド 

名 称 JICVGI オポチュニティファンド１号投資事業有限責任組合 

所 在 地 東京都港区虎ノ門一丁目３番１号 

設 立 根 拠 等 投資事業有限責任組合契約に関する法律 

組 成 目 的 投資 

組 成 日 2023 年９月１日 

出 資 約 束 金 額 の 総 額 402.3 億円（2025 年 2 月 21 日現在） 

出資者・出資比率・出資者の概

要 

株式会社産業革新投資機構 

VGF2-OPF1 役職員投資事業有限責任組合 

JIC ベンチャー・グロース・インベストメンツ株式会社 

業務執行組合

員 の 概 要 

名 称 JIC ベンチャー・グロース・インベストメンツ株式会社 

所 在 地 東京都港区虎ノ門一丁目３番１号 

代表者の役職

及 び 氏 名 
代表取締役社長 鑓水 英樹 

事 業 内 容 
投資事業有限責任組合その他投資事業を行う団体等の組成、管理及び運用

並びにこれらの団体等の財産の運用及び管理等 

資 本 金 2,000 万円 

当社と当該フ

ァンドとの間

の 関 係 

当社と当該フ

ァンドとの間

の 関 係 

該当事項はありません。 

当社と業務執

行組合員との

間 の 関 係 

該当事項はありません。 

（注） JICVGI ファンドの主たる出資者の出資比率については、当社が JICVGIファンドの業務執行組合員の

JIC ベンチャー・グロース・インベストメンツ株式会社（以下「JICVGI」という。）に確認したものの、開示の

同意が得られていないため、記載しておりません。 
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当社と JICVGI ファンドとの間で締結予定の株式引受契約において、JICVGI ファンドから、反社会的勢力と関

係がないこと等の表明及び保証を得る予定です。さらに、当社においても、インターネット検索による調査を

実施し、JICVGI ファンド(その主な出資者、業務執行組合員並びにその代表者及び役員を含みます。)が反社会

的勢力とは一切関係ないことを確認しております。 

また、JICVGI ファンド及びその業務執行組合員の主な出資者である株式会社産業革新投資機構(以下「JIC」と

いう。)は、産業競争力強化法に基づき、官民共同の出資により設立された株式会社であり、JIC が反社会的勢

力との関係を有していないことをヒアリング等により確認しております。また、JIC のコンプライアンスマニ

ュアルにおいて、その役職員が反社会的勢力と絶縁するための厳格な体制をとることについての表明がなされ

ていることを併せ鑑み、JICVGI ファンド(その主な出資者、業務執行組合員並びにその代表者及び役員を含み

ます。)は反社会的勢力ではなく、また、反社会的勢力と何らの関係を有するものではないと判断しており、

その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しております。 

 

グロース・キャピタル株式会社 

名 称 グロース・キャピタル株式会社 

所 在 地 東京都港区南青山三丁目８番 40 号 青山センタービル２Ｆ 

代 表 者 の 役 職 及 び 氏 名 代表取締役  嶺井 政人 

事 業 内 容 

① 投資業 

② マーケティング支援業務 

③ 成長支援のコンサルティング等 

資 本 金 3,000万円 

設 立 年 月 日 2019年４月１日 

発 行 済 株 式 数 3,000株 

決 算 期 ３月31日 

従 業 員 数 ４名 

主 要 取 引 先 ― 

主 要 取 引 銀 行 株式会社みずほ銀行 

大 株 主 及 び 持 株 比 率 嶺井 政人 100％ 

当事会社間の

関 係 

資 本 関 係 該当事項はありません。 

人 的 関 係 該当事項はありません。 

取 引 関 係 該当事項はありません。 

関連当事者へ

の 該 当 状 況 
該当事項はありません。 

当 該 会 社 の 

最近 3 年間の

経営成績及び

財 政 状 態 

（単位：千円） 

決 算 期 2022 年３月期 2023 年３月期 2024 年３月期 

純 資 産 56,087 151,374 284,823 

総 資 産 581,998 730,521 991,903 

（注）当社はグロース・キャピタル社より反社会的勢力との関係がない旨の表明書を受領しております。当社

においても当該割当予定先の法人、当該割当予定先の代表取締役、主要株主（主な出資者）が反社会的

勢力ではなく、反社会的勢力とは関係がないことを確認するため、独自に専門の第三者調査機関である

株式会社ＴＭＲ（代表取締役社長：高橋 新治、本社：東京都 千代田区神田錦町１丁目 19 番１号）に調

査を依頼いたしました。株式会社ＴＭＲからは、反社会的勢力等の関与事実が無い旨の調査報告書を受

領し、また調査方法について確認したところ、登記簿謄本等の官公庁提出書類等の公開情報や、独自情
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報等から調査、分析をしたとの回答を得ております。当社は、当該報告・結果内容は妥当であり、割当

予定先・割当予定先の代表取締役は反社会的勢力ではなく、反社会的勢力とは一切関係がないと判断し、

その旨の確認書を東京証券取引所に提出しています。 また、グロース・キャピタル社は非公開会社であ

り、、経営成績及び財政状態については、決算公告において公表されている事項（但し、当期純利益は決

算公告を参照）を除いて開示の同意が得られていないため、記載しておりません。 

 

 

（２）割当予定先を選定した理由 

当社はこれまでも、事業の進捗を図るため必要となる資金の調達方法について、どのような方法が当

社にとって最良の資金調達方法であるかを検討し、複数の調達先からの提案や、割当予定先となり得

る事業会社、投資会社等との協議・交渉を進めてまいりました。 

そのような中、2023 年９月に、グロース・キャピタル社より、JICVGI ファンドをご紹介いただき、

本新株式及び本新株予約権を組み合わせた資金調達の提案を受けました。両社からの資金調達のスト

ラクチャー・基本条件の提案、その後の面談過程を経て総合的に判断した結果、当社の事業内容や中

長期事業計画について当社の経営方針を尊重していただけること、必要な資金調達が適時に行われる

こと、上場ベンチャーの成長に関する知見やノウハウを有していることなどから、両社が当社の成長

に貢献できるパートナーであると判断いたしました。 

JICVGIファンドは、JICVGIファンドの業務執行組合員を務める JICVGI から、①JICVGIファンドは、

「ベンチャー・グロース投資活動により我が国のイノベーションを促進し、国際競争力の向上、日本

の産業及び社会課題の解決を目指すこと」という JICVGI のミッションの下、特に、有望な既上場企

業のオーガニック(自律的な)かつ非連続な成長の支援の受け皿となることを目的として組成された

投資ファンドであること、②JICVGI が運用会社を務める JICVGI ファンドを含む投資ファンドにおい

て、これまでに多くのソフトウェアを含むテクノロジー領域の企業、また、複数の日本発でグローバ

ル展開をする企業に投資してきた実績があり、JICVGI には、当社の事業展開に関連する分野におけ

るハンズオン支援の実績や知見が蓄積されており、幅広いネットワークを有すること、③取得する株

式を中長期的に保有することも可能との説明を受けたことから、JICVGI ファンドを割当予定先に選

定いたしました。 

グロース・キャピタル社は、2019 年４月に、代表取締役の嶺井政人氏により設立された、東京に拠点

を置く投資事業を目的とした株式会社であり、また、事業成長をドライブするトップクラスの外部パ

ートナーを活用した成長戦略の支援を行う企業であります。本新株予約権の割当てと同時に当社の潜

在株主層である個人投資家への効率的な IR の実行等の当社株式価値の向上に資する戦略的な IR の

実行コンサルティングを受けるため、グロース・キャピタル社と業務提携に関する覚書を締結する予

定です。 

なお、当社は、2025 年３月下旬に開催予定の定時株主総会において、JICVGI ファンドが本第三者割

当増資により取得する本新株式及びグロース・キャピタル社が本第三者割当増資により取得する新株

予約権を行使することにより取得する株式に議決権を付与する予定はありません。 

 

（３）割当予定先の保有方針 

① JICVGIオポチュニティファンド１号投資事業有限責任組合 

JICVGI ファンドから、本第三者割当増資に応じた当社の普通株式の取得は、前記「４．調達する資

金の額、使途及び支出予定時期（２）調達する資金の具体的な使途」に記載の施策その他の施策によ

り、当社が中長期的に成長し、企業価値を向上させることを見据えた出資であり、かかる出資目的か

ら、JICVGI ファンドが取得する株式については、特段の事情がない限り、中長期的に保有すること

も可能であるとの説明を受けております。 

なお、当社は、JICVGI ファンドから、払込期日から２年以内に本第三者割当増資により取得する当

社普通株式の全部又は一部を譲渡した場合には、その内容を書面にて当社に報告すること、当社が当

該報告内容を株式会社東京証券取引所に報告すること、及び、当該報告内容が公衆の縦覧に供される

ことに同意することにつき、確約書を取得する予定です。 

② グロース・キャピタル株式会社 

本新株予約権について、当社とグロース・キャピタル社との間で、継続保有及び預託に関する取り決

めはありません。また、本第三者割当契約において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認
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が必要である旨が定められています。 

グロース・キャピタル社は、本新株予約権の行使により取得する当社株式を長期間保有する意思を有

しておらず、取得した当社株式については速やかに売却する予定である旨の口頭での報告を受けてお

ります。 

また、当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 434 条第１項及び同施行規則第 436 条第

１項から第５項までの定めに基づき、グロース・キャピタル社と締結する本第三者割当契約において、

原則として、単一暦月中に MSCB 等(同規則に定める意味を有します。以下同じ。)の買受人の行使によ

り取得される株式数が、MSCB 等の払込日時点における上場株式数の 10％を超える場合には、当該 10％

を超える部分に係る転換又は行使を制限するよう措置(グロース・キャピタル社が本新株予約権を第三

者に売却する場合及びその後本新株予約権がさらに転売された場合であっても、当社が、転売先とな

る者との間で、当該 10％を超える部分に係る転換又は行使を制限する内容を約する旨定めることを含

みます。)を講じる予定です。 

 

（４）割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

① JICVGIオポチュニティファンド１号投資事業有限責任組合 

当社は、JICVGI から、JICVGI ファンドは、発行決議日現在において本新株式の払込みのために必要

かつ十分な資金を保有してはいないものの、現有の資金と、今後、JICVGI ファンドの各出資者が無限

責任組合員である JICVGI からのキャピタルコールに応じて出資する資金にて、本新株式の払込資金

を賄う予定であるとの説明を受けております。当社は、現有の資金を把握するため、JICVGI ファンド

名義の銀行口座残高（2025年２月 19 日時点）を示す書面を確認しました。また、JICVGI ファンドに

係る投資事業有限責任組合契約書の写しの抜粋を確認することにより、JIC等の各出資者と JICVGIフ

ァンドとの間で、JICVGI ファンドにおいて資金が必要なときに無限責任組合員である JICVGI が行う

キャピタルコールに応じ、JIC 等の各出資者が、各出資者の出資未履行金額の範囲内で、JICVGI ファ

ンドに対する出資を行う旨の約束がある旨を確認するとともに、JICVGI から各出資者に対する当該

キャピタルコールの通知書の写しを確認しました。これにより、JICVGI ファンドは、払込期日までに

本新株式の払込みのために必要かつ十分な資金を確保する見込みがあると考えております。 

なお、JICVGI へのヒアリング等を通じて、JICVGI ファンドの各出資者がキャピタルコールに応じて

JICVGI ファンドに対して出資を行う意思があること、及び JICVGI ファンドの各出資者が十分な資金

を有していることを確認しております。加えて、JICVGI ファンドの主な出資者である JIC の会社法

に基づく 2024 年３月期の計算書類に記載された現金及び預金の額等の状況を確認し、当該出資の履

行に関して十分な資金を有していることを確認しています。これらの確認を通じて、キャピタルコー

ルに対応する、各出資者の JICVGI ファンドに対する出資の履行の意思及び出資の能力に問題がない

ことを確認しております。 

なお、当社と JICVGI ファンドとの間で締結予定の株式引受契約において、JICVGI ファンドから、払

込期日において、JICVGI ファンドが払込みに要する十分な現金を有する旨の表明及び保証を得る予

定です。 

② グロース・キャピタル株式会社 

当社は、グロース・キャピタル社との間で締結する予定の本第三者割当契約において、グロース・キ

ャピタル社は払込みに要する十分な財産を保有する旨の表明保証を受ける予定です。また、当社は、

グロース・キャピタル社から、グロース・キャピタル社の取引銀行が発行する 2024 年 12 月 31 日付

の残高証明書を受領しており、グロース・キャピタル社に割り当てられる本新株予約権の発行に係る

払込みに十分な現預金残高を有することを確認しております。なお、当社は、グロース・キャピタル

社から、グロース・キャピタル社とグロース・キャピタル社の代表取締役嶺井政人氏との間で締結さ

れた金銭消費貸借契約書（借入期間：2024 年４月１日から 2025 年３月 31 日まで。なお、2025 年４

月１日に１年間更新予定である旨割当予定先より口頭にて確認しております。）を受領しており、当

該現預金残高は、嶺井政人氏からの融資による資金でまかなわれていること及び、当社株式が担保に

なっていない(担保請求権はあり)ことを確認しており、その貸付原資は同氏の自己資金であることを

口頭で確認しております。また、本新株予約権の行使にあたっては、グロース・キャピタル社は、基

本的に本新株予約権の行使を行い、行使により取得した株式又は下記「（５）株券貸借に関する契約」

に記載の株式貸借契約に基づいて借り受けた当社株式を売却することにより資金を回収するという

行為を繰り返して行うことが予定されており、一時に大量の資金が必要になることはないことから、
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グロース・キャピタル社は本新株予約権の行使にあたっても十分な資金を有していると判断しており

ます。 

 

（５）株券貸借に関する契約 

グロース・キャピタル社は、当社の取締役である渡辺洋司及び倉田雅史との間で、2025年３月10日から

本新株予約権の行使期間の満了日である2028年３月10日までの期間において、当社普通株式を合計

60,000株借り受ける株式貸借契約を締結する予定であります。 

当該株式貸借契約において、グロース・キャピタル社は、貸借対象株式を、つなぎ売り（株式貸借期間

の初日から、株式貸借期間の末日又は本新株予約権の行使により交付される株式がグロース・キャピタ

ル社の振替口座に記録される日のうちいずれか遅い日までの期間において、グロース・キャピタル社が

本新株予約権の行使を行うことを前提に本新株予約権の行使の結果取得することとなる株式の数量の範

囲内で株式の売付けを行うことをいう。）以外に使用せず、つなぎ売り以外の目的での第三者への譲

渡、質権を含む担保権の設定、その他一切の処分をしないこと、つなぎ売り以外の空売りを行わないこ

と等を約する予定であります。 

 

（６）ロックアップ 

当社は、グロース・キャピタル社との間で、本第三者割当契約の締結日以降、行使期間の末日までの

間、グロース・キャピタル社が未行使の本新株予約権を有する限り、グロース・キャピタル社の事前の

書面による承諾なくして、当社の新株予約権、ＭＳＣＢ等の発行、募集、販売、販売の委託、買取オプ

ションの付与等を、当社又は当社の子会社の役員及び従業員を対象とするストックオプション制度に基

づき、新株予約権を買い取る、取得する若しくは引き受ける権利を付与する場合を除き行わない旨を合

意します。 

 

８．募集後の大株主及び持株比率 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

（株） 

総議決権数
に対する所
有議決権数

の割合
（％） 

割当後の所
有株式数 
（株） 

割当後の総
議決権数に
対する所有
議決権数の
割合（％） 

JICVGI オポチュニティファン
ド１号投資事業有限責任組合 

東京都港区虎ノ門一丁目３番
１号 ― ― 940,000 9.29 

株式会社日本カストディ銀行
（信託口） 

東京都中央区晴海１丁目８-
12 869,400 9.48 869,400 8.60 

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目１
３番１号 

683,499 7.45 683,499 6.76 

西江 肇司 東京都渋谷区 595,400 6.49 595,400 5.89 

GMCM Venture Capital 
Partners Ⅰ Inc 

（常任代理人 濱崎 一真） 

ＶＩＳＴＲＡ ＣＯＲＰＯ

ＲＡＴＥ ＳＥＲＶＩＣＥ

Ｓ ＣＥＮＴＲＥ，ＷＩＣＫ

ＨＡＭＳ ＣＡＹ Ⅱ，ＲＯ

ＡＤ ＴＯＷＮ，ＴＯＲＴＯ

ＬＡ，ＶＧ１１１０，ＢＲＩ

ＴＩＳＨ  ＶＩＲＧＩＮ 

ＩＳＬＡＮＤＳ 
（東京都港区）  

321,200 3.50 321,200 3.18 

東京短資株式会社 東京都中央区日本橋室町４丁
目４-10 

230,000 2.51 230,000 2.27 

株式会社オークファン 東京都品川区北品川５丁目１
－18 

182,800 1.99 182,800 1.81 
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氏名又は名称 住所 
所有株式数 

（株） 

総議決権数
に対する所
有議決権数

の割合
（％） 

割当後の所
有株式数 
（株） 

割当後の総
議決権数に
対する所有
議決権数の
割合（％） 

BBH FOR GRANDEURPEAK 
INTERNATIONAL 

OPPORTUNITIES FUND 
（常任代理人 株式会社三菱

UFJ 銀行） 

２２５ ＰＩＣＴＯＲＩＡ Ｄ
ＲＩＶＥ， ＳＵＩＴＥ ４５
０， ＣＩＮＣＩＮＮＡＴ
Ｉ， ＯＨ， ４５２４６ 

Ｕ．Ｓ．Ａ． 
（東京都千代田区丸の内１丁

目４番５号） 

169,000 1.84 169,000 1.67 

THE BANK OF NEW YORK 
133595 

（常任代理人 株式会社みず
ほ銀行） 

ＢＯＵＬＥＶＡＲＤ ＡＮＳ
ＰＡＣＨ １， １０００ Ｂ
ＲＵＳＳＥＬＳ，ＢＥＬＧＩ

ＵＭ 
（東京都港区港南２丁目１５

―１） 

157,600 1.72 157,600 1.56 

株式会社 SBI 証券 港区六本木１丁目６-１ 131,611 1.43 131,611 1.30 

小池 敏弘 東京都品川区 120,721 1.32 120,721 1.19 

計 ― 3,461,231 37.73 4,401,231 43.51 

 （注）１．所有株式数につきましては、2024 年 12月 31 日時点の株主名簿の記載された数値を記載しており

ます。但し、2025 年１月１日から 2025 年２月６日までに提出のあった次の大量保有報告書及び変

更報告書に記載の内容を含めており、大量保有報告書以外に変動が無いものとして記載しており

ます。 

・Vector Group International Limited（常任代理人 株式会社ベクトル）2025 年１月 27 日 

919,200 株を処分 

・野村證券株式会社 2025 年２月６日 683,499 株を保有 

２．「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2024 年 12 月 31 日現在の当社の発行済株式総数

9,450,644 株（議決権数 91,745 個）をもとに算出しております。 

３．本新株予約権は、行使されるまでは潜在株式として割当予定先であるグロース・キャピタル社に

て保有されます。今後、割当予定先であるグロース・キャピタル社による行使状況及び行使後の株

式保有状況に応じて、大株主の状況が変動いたします。 

４．本新株予約権の募集分については長期保有を約していないため、本新株予約権の募集に係る潜在

株式数を反映した「募集後の大株主及び持株比率」を表示していません。 

５．「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、「割当後の所有株式数」に係る議決権の

数を、「総議決権数に対する所有議決権数の割合」の算出に用いた総議決権数に本新株式に係る議

決権の数を加えた数で除して算出しております。 

６．「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割

合」は、小数点以下第３位を四捨五入して算出しております。 

 

９．今後の見通し 

本第三者割当増資が当期の業績予想に与える影響は軽微でありますが、開示すべき事項が今後発生した場

合には、速やかにお知らせいたします。 
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10．企業行動規範上の手続に関する事項 

本第三者割当増資は、①希薄化率が25％未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないことから、

東京証券取引所の定める有価証券上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手

続は要しません。 

 

11．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（１）最近３年間の業績（連結） 

 2022年12月期 2023年12月期 2024年12月期 

連結売上高 ― 3,060百万円 3,857百万円 

連結営業利益 ―  549百万円   773百万円 

連結経常利益 ― 559百万円 832百万円 

親会社株主に帰属する当期純利益 ― 427百万円 575百万円 

１株当たり連結当期純利益 ― 45.28円 62.36円 

１株当たり配当金 ― 0円 3円 

１株当たり連結純資産 ― 190.13円 181.40円 

（注）2022年12月期については、2022年４月１日付で当社の完全子会社である株式会社ソフテックを吸収合

併（簡易合併・略式合併）したことに伴い、連結財務諸表を作成していないため、記載をしておりませ

ん。参考情報として、2022年12月期通期に連結決算を継続していたと仮定した場合の売上高は2,342百

万千円、営業利益413百万円、経常利益420百万円、当期純利益304百万円となります。 

 

（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（2025年２月21日現在） 

 株 式 数 発行済株式数に対する比率 

発行済株式数 9,450,644株 100.00％ 

現時点の行使価額における潜在株式数 770,200株 8.15％ 

 

（３）最近の株価の状況 

①最近３年間の状況 

 2022年12月期 2023年12月期 2024年12月期 

始  値 1,697円 1,710円 2,120円 

高  値 2,870円 3,450円 3,090円 

安  値 1,102円 1,648円 1,521円 

終  値 1,712円 2,185円 1,960円 

 

②最近６か月間の状況 

 2024年 
９月 

2024年 
10月 

2024年 
11月 

2024年 
12月 

2025年 
１月 

2025年 
２月 

始  値 2,120円 1,923円 1,782円 1,924円 2,090円 2,003円 

高  値 2,184円 1,933円 1,905円 1,990円 2,166円 2,234円 

安  値 1,800円 1,682円 1,744円 1,780円 1,860円 1,954円 

終  値 1,920円 1,816円 1,900円 1,960円 2,031円 1,964円 

（注）2025年２月の状況につきましては、2025年２月20日現在で表示しております。 
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③発行決議日前営業日における株価 

 2025年２月20日 

始 値 2,025円 

高 値 2,104円 

安 値 1,954円 

終 値 1,964円 

 

（４）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

該当事項はありません。 

 

12．発行要項 

 

株式会社サイバーセキュリティクラウド新株式（第三者割当） 

発行要項 

（1）募集株式の種類及び数 

（2）募集株式の払込金額 

（3）払込金額の総額 

（4）増加する資本金の額 

（5）増加する資本準備金の額 

（6）募集又は割当方法 

（7）申込期日 

（8）払込期日 

（9）割当予定先及び割当予定株式数 

普通株式 940,000株 

1株につき 1,964円 

1,846,160,000円 

923,080,000円（1株につき 982円） 

923,080,000円（1株につき 982円） 

第三者割当の方法による 

2025年３月 10日 

2025年３月 10日 

JICVGIオポチュニティファンド 1号投資事業有限責任組合：

普通株式 940,000株 

（10）本条に定める合意の効力は、本株式についての金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生を停止

条件として、その効力を生じる。 
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株式会社サイバーセキュリティクラウド 

第８回新株予約権発行要項 

 

１. 新株予約権の名称 

株式会社サイバーセキュリティクラウド第８回新株予約権（以下「本新株予約権」という｡） 

 

２. 本新株予約権の払込金額の総額 

金 3,304,000円 

 

３. 申込期日 

2025年３月 10日 

 

４. 割当日及び払込期日 

2025年３月 10日 

 

５. 募集の方法 

第三者割当ての方法により、グロース・キャピタル株式会社（以下「割当先」という。）に全ての本新株予

約権を割り当てる。 

 

６. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式 140,000株とする（本新株予約権１個

当たりの目的である株式の数（以下「割当株式数」という。）は 100株とする｡）。但し、本項第(2)号乃至

第(4)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株

式数に応じて調整されるものとする。 

(2) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合（以下「株式分割等」と総称する。）を行う場合には、

割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。 

調整後割当株式数＝調整前割当株式数×株式分割等の比率 

(3) 当社が第 11項の規定に従って行使価額（第９項第(2)号に定義する｡以下同じ。）の調整を行う場合（但

し、株式分割等を原因とする場合を除く。）には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、かかる

調整は当該時点において未行使の本新株予約権に係る割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる

１株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 11項

に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。 

 

調整後割当株式数 ＝ 
調整前割当株式数 × 調整前行使価額 

調整後行使価額 

 

(4) 調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る第 11 項第(2)号及び第(5)号による行使価額の

調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。 

(5) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権

に係る新株予約権者（以下「本新株予約権者」という。）に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調

整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用

開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 

 

７. 本新株予約権の総数 
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1,400個 

 

８. 本新株予約権１個当たりの払込金額 

金 2,360円 

 

９. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じ

た額とする。 

(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普

通株式を処分（以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。）する場合における株式１株当たり

の出資される財産の価額（以下「行使価額」という。）は、当初、2,161円とする。但し、行使価額は第 10

項又は第 11項に定めるところに従い、修正又は調整されるものとする。 

 

10. 行使価額の修正 

本新株予約権の発行後、(i)行使価額の修正を当社取締役会が決議したこと（但し、当該取締役会決議日の

前取引日の終値が 2,161 円より高い場合には、取締役会決議日から 21 営業日後に本条件が成就したものと

みなされる。）又は(ii)2027年 11 月 11 日を経過したことを条件に、行使価額は、第 18 項第(2)号に定める

本新株予約権の各行使請求の効力発生日（以下「修正日」という。）に、修正日の直前取引日（同日に終値が

ない場合には、その直前の終値のある取引日をいう。）の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」

という。）における当社普通株式の普通取引の終値（以下「終値」という。）の 92％に相当する金額（円位未

満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り上げる。）に修正される。但し、本項による算出の結果得られた

金額が 1,179円（以下「下限行使価額」といい、第 11項の規定を準用して調整される。）を下回る場合には、

行使価額は下限行使価額とする。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をい

う。 

 

11. 行使価額の調整 

(1) 当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生

じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という｡）を

もって行使価額を調整する。 

 

    
既 発 行 
株 式 数 ＋ 

交 付 
株 式 数 × 

１株当たり
の 

払 込 金 額 

調 整 後 
行使価額 ＝ 調 整 前 

行使価額 × 
１株当たりの時価 

既発行株式数 ＋ 交付株式数 

 

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定め

るところによる。 

① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合（無償割当

てによる場合を含む｡）（但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき株式を交付する場合、新株予約権（新

株予約権付社債に付されたものを含む｡）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他

当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株

式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く｡） 

調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場

合はその効力発生日とする｡）以降、又はかかる交付につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基

準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 
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② 普通株式について株式の分割をする場合 

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 

③ 本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付

株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株

予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）を発行又は付与する場合（但し、ストックオプショ

ン制度に基づき新株予約権を交付する場合を除く。） 

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行

使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日（募集に際して払込期

間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の場合は割

当日）以降又は（無償割当ての場合は）効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける

権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。 

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）

の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合 

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの

を含む｡）に関して、当該調整前に上記③による行使価額の調整が行われている場合には、調整後行使価

額は、当該調整を考慮して算出するものとする。 

⑤ 本項第(2)号①から④までの各取引において、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日が設定さ

れ、かつ各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件

としているときには本項第(2)号①から④にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日

以降、これを適用する。 

この場合において当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した本

新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。 

株式数 ＝ （調整前行使価額－調整後行使価額） × 

調整前行使価額により当該期間内

に交付された株式数 

調整後行使価額 

この場合、１株未満の端数が生じるときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 

(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が１円未満にとどまる場合

は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調

整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた

額を使用する。 

(4) ① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てるもの

とする。 

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日（但し、本項第(2)号⑤の場

合は基準日）に先立つ 45取引日目に始まる 30連続取引日（終値のない日を除く｡）の終値の単純平均値

とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てるも

のとする。 

③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある

場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の１ヶ月前の日

における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数

とする。また、上記第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付株式数は、基準日において当

社が有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする｡ 

(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価

額の調整を行う。 

① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整
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を必要とするとき。 

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を

必要とするとき。 

③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあ

たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

(6) 上記第(2)号の規定にかかわらず、上記第(2)号に基づく調整後行使価額を適用する日が第 10 項に基づ

く行使価額の修正が適用される日と一致する場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を

得て、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。 

(7) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に

対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他

必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、

適用開始日以降速やかにこれを行う。 

 

12. 本新株予約権の行使期間 

2025 年３月 11 日から 2028年３月 10 日までとする。但し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合に

はその前銀行営業日を最終日とする。 

 

13. その他の本新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできない。 

 

14. 本新株予約権の取得事由 

(1) 当社は、当社が消滅会社となる合併、吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交

換契約、株式交付計画若しくは株式移転計画（以下「組織再編行為」という。）につき当社株主総会で承認

決議した場合、会社法第 273条及び第 274条の規定に従って、取得日の２週間前までに通知をしたうえで、

当該組織再編行為の効力発生日前に、本新株予約権１個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者（当社

を除く｡）の保有する本新株予約権の全部を取得する。 

(2) 当社は、当社が発行する普通株式が東京証券取引所により監理銘柄、特別注意銘柄若しくは整理銘柄に

指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から

２週間後の日（休業日である場合には、その翌営業日とする。）に、本新株予約権１個当たり払込金額と同

額で、本新株予約権者（当社を除く｡）の保有する本新株予約権の全部を取得する。 

(3) 当社は、2028年３月 10日に、本新株予約権１個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者（当社を除

く｡）の保有する本新株予約権の全部を取得する。 

 

15. 本新株予約権の譲渡制限 

本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 

 

16. 新株予約権証券の発行 

当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。 

 

17. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第

17条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし（計算の結果１円未満の端数

が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。）、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じ

た額を増加する資本準備金の額とする。 
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18. 本新株予約権の行使請求の方法 

(1) 本新株予約権を行使する場合、第 12項に定める行使期間中に第 19項記載の行使請求受付場所に行使請

求に必要な事項を通知し、かつ、本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額を現金にて第 20項

に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。 

(2) 本新株予約権の行使請求の効力は、第 19 項記載の行使請求受付場所に対して行使請求に必要な全部の

事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額が前号に定める口座

に入金されたときに発生する。 

 

19. 行使請求受付場所 

株式会社サイバーセキュリティクラウド 管理部 

東京都品川区上大崎三丁目１番１号 

 

20. 払込取扱場所 

株式会社みずほ銀行 丸の内中央支店 

東京都千代田区大手町一丁目５番５号 

 

21．新株予約権行使による株式の交付 

当社は、本新株予約権の行使請求の効力発生後速やかに社債、株式等の振替に関する法律第 130条第１項

に定めるところに従い、当社普通株式を取り扱う振替機関に対し、当該本新株予約権の行使により交付され

る当社普通株式の新規記録情報を通知する。 

 

22. 本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

本発行要項及び割当先との間で締結される予定の第三者割当の契約の諸条件を考慮し、一般的な価格算定

モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、評価基準日の市場環境、当社株式の流動性、

当社の資金調達需要、割当先の権利行使行動及び割当先の株式保有動向等を考慮した一定の前提を置いて評

価した結果を参考に、本新株予約権１個当たりの払込金額を 2,360円とした。さらに、本新株予約権の行使

に際して払込みをなすべき額は第９項記載のとおりとし、行使価額は当初、2,161円とした。 

 

23. その他 

(1) 会社法その他の法律の改正等、本発行要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社

は必要な措置を講じる。 

(2) 上記のほか、本新株予約権の発行に関して必要な事項の決定については、当社代表取締役社長兼 CEO

に一任する。 

(3) 上記各項については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とする。 

以上  
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2025年２月 21日 

各 位  

会 社 名 株式会社サイバーセキュリティクラウド 

代表者名 代表取締役社長 兼 CEO  小池 敏弘 

       （コード番号：4493 東証グロース） 

問合せ先 取締役 CFO        倉田 雅史 

（TEL.03-6416-9996） 

 

当座貸越契約の締結に関するお知らせ 

 

当社は、2025 年 2 月 21 日開催の取締役会において、下記のとおり当座貸越契約の締結を行うことを決議い

たしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１． 当座貸越契約締結の理由 

 本契約は、当社サービスの中長期的な成長に向けた投資や M&Aに関わる投資に手元資金を活用しつつ、今後

の事業拡大を見据え、機動的かつ安定的な資金調達枠をバックアップラインとして確保することを目的として、

当座貸越契約の締結を行うものであります。 

 

２．資金借入の概要 

①借入先 株式会社みずほ銀行、株式会社三菱 UFJ銀行 

②借入極度額 3,000百万円 

③借入金利 基準金利＋スプレッド 

④契約締結日 2025年 2月 21日 

⑤契約期間 1年間（自動更新） 

⑥担保の有無 無担保無保証 

 

３．今後の見通し 

2025年 12月期の業績に与える影響は軽微であります。 

以 上 

 


	本新株式の発行により交付される株式の数は940,000株、本新株予約権がすべて行使された場合に交付される株式の数は140,000株であり、2025年１月31日現在の当社発行済株式総数9,450,644株に対し最大11.43％(2024年12月31日現在の当社議決権個数91,745個に対しては最大11.77％) (小数点以下第３位を四捨五入)の割合の希薄化が生じます。これにより既存株主様におきましては、株式持分及び議決権比率が低下いたします。しかしながら、当社といたしましては、本第三者割当増資は、当...

